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市の人口●129，372人（＋107人） 
市の世帯数●54，557世帯（＋481世帯） 
 平成２３年１０月１日現在（　）は前年同月との増減 
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【座間市のお知らせ】 903
市の人口●129，493人（＋26人） 
市の世帯数●54，641世帯（＋575世帯） 
 平成２４年３月１日現在（　）は前年同月との増減 

平成24年 
（2012年） 

●スマーナ市ホストファミリーボランティア募集（8面）

●ざまインフォメーション（6・7面） 

●外来診療でも限度額適用認定証の利用が可能に（5面）

●市税などの納付は口座振替で（4面） 

●みんなの健康（3面） 
広報 
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小田急相模原駅 

相武台前駅 

市役所  市役所  

相模が丘仲よし小道 

相模が丘 
さくら祭り 

かにが沢 
さくら祭り 

さがみ野 
さくら祭り 

さがみ野駅 

座間駅 

希望者への広報紙の戸別配布を実施中
※新聞を購読されている方には、新聞に折り込まれます。

○届かない場合　（株）かなしんサービス　7０１２０（１１１）４２９（無料）
○新規のお申し込み　申込専用電話　1０４６（２５２）８６８４（広報広聴人権課）

整備中の相模が丘の桜並木（写真は平成２１年のもの）

市市内内ささくくらら祭祭りりススケケジジュューールル
　市内の地域団体が主体となり、桜の開花時期に合わせて、各地域でさくら祭りを実
施します。
【相模が丘さくら祭り】
○と　き　３月３１日（土）、４月１日（日）
○ところ　相模が丘さくら広場
○内　容　交通安全パレード、ステージイベント、
模擬店

【かにが沢さくら祭り】
○と　き　４月７日（土）
○ところ　かにが沢公園
○内　容　ステージイベント、模擬店
【さがみ野さくら祭り】
○と　き　３月３１日（土）、４月１日（日）、７日（土）、８日（日）
○ところ　東原桜並木
○内　容　ステージイベント、模擬店、青空市、さくら花風車シンボルタワー
問い合わせ先　　　　　　　　　　　市観光協会　1０４６（２０５）６５１５　5０４６（２０５）６５１６
担当 商工観光課　1０４６（２５２）７６０４　5０４６（２５５）３５５０
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　地域の皆さんが安心して共存し、コミュニティの核となるような緑道にするため、市は相
模が丘地域の市民で構成される「新生さくら道」の会とともに整備計画を策定しました。桜
のある景観と四季の移ろいを感じることのできる魅力的な緑道を目指し、整備を進めていま
す。
　整備が完了すると、相模が丘仲よし小道では６４品種のさまざまな桜に植え替わり、約２カ
月にわたって桜を楽しむことができるようになります。
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“さくら百華の道作り” 進んでいます！整備事業
　工事中はご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。

“さくら百華の道作り”“さくら百華の道作り”

　さくら祭りに伴い、一部コミュニティバスの運行ルートが
変更になります。詳しくは、２面をご覧ください。

毎年催される多彩なステージ
（写真はさがみ野さくら祭り）



  ZAMA

広報ざま【座間市のお知らせ】No.９０３　　平成２４年（２０１２年）４月１日●２ 

担当 都市計画課　1０４６（２５２）８２８９　5０４６（２５５）３５５０

　４月１日（日）は「相模が丘さくら祭り」開催のためコミュニティ
バス（ザマフレンド号）は運行経路を一部変更します。当日は下記の
停留所において乗車・降車ができませんので、ご注意ください。

平成２４年度
新たに施行される条例・プラン

平成２４年度
新たに施行される条例・プラン

　ここでは、今年度新たに制定される条例・プランを紹介します。条
例やプランの詳細については、市ホームページをご覧になるか担当ま
でお問い合わせください。

◆座間市暴力団排除条例（平成２４年４月１日施行）
　市民の皆さんの安全で安心な生活を確保するため、暴力団の排除に
ついての基本理念や市の責務、市の契約事務・給付金交付・市の公の
施設からの暴力団排除措置などを定めています。
担当　　　　　　　　安全防災課　1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５２）７７７３

◆座間市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成２４年４月１日施行）
　墓地の経営許可などについて、県から権限移譲がされました。今回
の権限移譲により墓地の経営許可などの移譲事務を実施する必要があ
るため、「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例」に準拠した
条例を制定しました。墓地などを設置する際の経営主体についてや、
設置場所や構造設備などの基準について定めています。
担当　　　　　　　健康づくり課　1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５５）３５５０

◆ざま食育推進プラン（平成２４年３月策定）
　平成２０年３月に策定された「神奈川食育推進計画」を参考に、食の役
割の重要性を改めて認識し、食生活を営む力の指針として市民の皆さ
んと協働で策定し食育を推進するための方向性や目標を定めています。
担当　　　　　　　健康づくり課　1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５５）３５５０

◆ざま健康なまちづくりプラン（改訂）
　市では、すでに平成２０年に市民の健康づくりのための指針となる同
プランを策定していますが、このたび第四次座間市総合計画に合わせ、
改訂を行いました。健康づくりのために、年代別ライフステージで取
り組むべき目標や役割を定めています。
担当　　　　　　　健康づくり課　1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５５）３５５０

ご利用できない時間コース名バス停名
終日小松原・相模が丘循環

相模が丘
１４：０３の便小田急相模原方面循環
終日小松原・相模が丘循環

小田急住宅入口
１４：０４の便小田急相模原方面循環
終日小松原・相模が丘循環幼稚園前
終日小松原・相模が丘循環カーサ相模台前
終日小松原・相模が丘循環カーサ相模台西

１４：０６の便小田急相模原方面循環北地区
文化センター前

１４：０８の便小田急相模原方面循環相模台

４月１日は、相模が丘さくら祭りのため、４月１日は、相模が丘さくら祭りのため、
コミュニティバス運行ルートを変更コミュニティバス運行ルートを変更

　市では、市民の皆さんが清潔で快適な生活を送れるように、市街化
区域内の公共下水道整備を進めています。まだ公共下水道に接続して
いない建物の早期接続にご協力ください。
　新たに、相模が丘４丁目、四ツ谷、緑ケ丘３丁目、小松原１丁目、
座間１丁目、入谷１丁目、ひばりが丘５丁目、栗原中央４丁目、５丁
目の一部が供用開始区域になりました。詳しくは担当へお問い合わせ
ください。これにより市内の整備面積の合計は、１１９７．０３ヘクタールに
なり、事業認可面積１２６１．１３ヘクタールに対する整備率は、平成２３年度
末で９４．９２パーセントになりました。

○公共下水道で快適な環境を
　公共下水道は、快適な生活環境の確保と公共用水域における水質保
全に大きな役割を果たしています。公共下水道に接続していない場合、
適正に浄化処理されないまま生活排水が河川へつながる排水管などに
直接排出され、公共用水域の水質悪化の原因となることがあります。
大切な自然環境の確保には、公共下水道への接続が有効です。

○接続は建物所有者の義務です
　下水道法では、公共下水道の供用が開始された場合においては、遅
滞なくその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設
備を設置しなければならないと定めています。
　生活環境の向上や河川などの水質を保全するためにも、まだ公共下
水道に接続していない建物は、一日も早い接続をお願いします。

○工事は必ず指定工事店で
　くみ取り便所の改造工事や、し尿浄化槽の廃止工事は、衛生上大切
な工事です。これらの排水設備工事は、市指定の工事店でなければ施
工できません（排水設備指定工事店制度）。市指定工事店には、試験
に合格した排水設備責任技術者が専属しています。

助成・融資制度
○対　象　公共下水道供用開始日から３年以内の工事
＜助成制度＞
・くみ取り便所の改造工事＝くみ取り口１カ所につき１万円
・建物が２戸以上ある私道内に、排水設備を設置する工事＝工事
費の３分の２以内の額

＜融資制度＞
・住宅を公共下水道に接続するための排水設備工事＝限度額５０万
円（無利子）

○融資制度取扱金融機関（平成２４年４月１日現在）

担当 下水道課　1０４６（２５２）８５８７　5０４６（２５７）４１５５

電話金融機関名
1０４６（２５１）００３３さがみ農業協同組合座間支店
1０４６（２５３）１７３３さがみ農業協同組合栗原支店
1０４６（２５５）１２４１城南信用金庫相武台支店
1０４６（２５５）１１５５中央労働金庫座間支店
1０４６（２５４）６１１１平塚信用金庫座間支店
1０４２（７４４）１３３１平塚信用金庫相模台支店
1０４６（２５６）１１１０平塚信用金庫ひばりが丘支店
1０４６（２３１）１０８８平塚信用金庫海老名支店
1０４６（２５４）９１１１八千代銀行相武台支店
1０４６（２７４）７７７１八千代銀行南林間支店
1０４６（２５２）１１１１横浜銀行座間支店
1０４２（７４４）１２３１横浜銀行相模台支店
1０４６（２５１）５１５１横浜銀行座間駅前支店

公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
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担当　健康づくり課 　1046（252）7225　5046（255）3550

▽とき＝４月２３日（月）午前９時１５分～９時３５分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝むし歯予防
について▽対象＝１歳～１歳１カ月児（第１子に限る）
▽定員＝２３人（申込順）▽持ち物＝母子健康手帳、歯
ブラシ、コップ▽申込方法＝電話予約

◆内科▽とき＝随時▽ところ＝指定医療機関▽対象＝
平成２２年９月生まれ◆歯科▽とき＝４月１１日、１８日い
ずれも水曜日午前９時３０分～１０時３０分▽ところ＝市民
健康センター▽対象＝平成２２年８月生まれ

▽とき＝４月２５日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
と育児相談など（予防処置は希望者のみで５６０円かかり
ます）▽対象＝平成２２年３月生まれ▽持ち物＝母子健
康手帳、歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ※事前通知
はありませんのでご注意ください。なお、対象月に受
けられなかった方は、担当にお問い合わせください。

▽とき＝４月１０日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成２０年１０月生まれ▽持ち物
＝母子健康手帳

▽とき＝①４月２３日（月）午後１時３０分～２時３０分受
け付け②２５日（水）午前９時３０分～１０時３０分受け付け
▽ところ＝①市民健康センター②市公民館▽内容＝身
体測定、尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談、禁煙
相談（対象は１カ月以内に禁煙を始めたい方。要予約）
▽持ち物＝健康手帳▽申込方法＝直接会場へ
※市民健康センターでは、これまで午前中に開催して
いましたが、今年度は偶数月は午後に、奇数月は午後
に開催します。お間違いのないようご注意ください。

▽とき＝随時▽ところ＝市役所２階健康
づくり課▽内容＝食事療法や健康全般に
ついての栄養士・保健師による相談▽持
ち物＝健康手帳（お持ちでない方には当
日発行）▽申込方法＝電話予約

▽ところ＝市民健康センター▽対
象＝初産で妊娠２０週～３５週の方と
夫※主治医から安静にするよう指
示のある方は参加できません。▽
受講料＝５００円（テキスト代）▽持
ち物＝母子健康手帳、筆記用具▽
申込方法＝４月９日（月）までに
電話で担当へ

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・育児の相談▽持
ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝４月１３日（金）午前１０時～１１時３０分（受け付
けは午前９時５０分まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝離乳食のすすめ方、子どもの発達について▽
対象＝おおむね生後７カ月～８カ月児とその保護者（離
乳食が２回食の赤ちゃん）▽定員＝３０人（申込順）▽
持ち物＝母子健康手帳、ティースプーン▽申込方法＝
電話予約

▽とき＝４月１７日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成２３年１２月生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡をし、母子健康手帳を持
参の上受診してください。

▽受付時間＝午後１時１５分～２時１５分（時間厳守）▽
ところ＝市民健康センター▽対象＝３カ月～７歳６カ
月未満（なるべく１歳６カ月までに）

▽とき＝４月２０日（金）午後２時～３時３０分（受け付
けは午後１時５０分まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝新しい友達をつくりたい保
護者のための教室。赤ちゃんと楽し
く遊ぶ▽対象＝３カ月～４カ月児と
その保護者▽定員＝３０人（申込順）
▽持ち物＝母子健康手帳、バスタオ
ル▽申込方法＝電話予約

�����

※聴覚障がい者専用問い合わせ先　�０４６（２５１）５２６３
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。
※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

���� ������������������������������	
��

◆深　夜

診療時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター�０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

◆夜　間
受付時間診療場所電話番号診療科目

月曜～金曜日　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

�０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。外　科
月曜～金曜日　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

�０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆休日（日曜日・祝日）昼間

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
�０４６（２５２）９０９０内　科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分�０４６（２５２）８２１７歯　科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）�０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。外科・婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

�０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）
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と　き（指定日厳守）
対　象

１６日～末日生まれ１日～１５日生まれ

４月３日（火）４月２日（月）５月生まれ

４月５日（木）４月４日（水）６月生まれ

４月９日（月）４月６日（金）１１月生まれ

４月１１日（水）５・６月生まれ

４月１３日（金）４月１２日（木）７月生まれ

�������	
�

������
����

平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成平成２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４２４年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度版版版版版版版版版版年度版
「「「「「「「「「「「保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛生生生生生生生生生生ののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知保健衛生のお知ららららららららららせせせせせせせせせせ」」」」」」」」」」らせ」
　市では、平成
２４年度版「保健
衛生のお知らせ」
を３月下旬から、
自治会を通じて
各世帯に配布し
ています。この冊子には、平成２４年度に実施
する各種健診、予防接種、健康相談などの日
程のほか、医療機関の一覧や医療助成制度を
紹介しています。自治会に未加入の方には、
市役所２階健康づくり課や市民情報コーナー、
各出張所で配布していますのでご利用くださ
い。
担当　　　　　　　　　　　　健康づくり課

�０４６（２５２）７２２５　�０４６（２５５）３５５０

　「２４時間健康電話相談」の付帯サービスと
して、録音テープによる健康情報提供サービ
スを行っていた「笑顔ヘルスアンサー」は、
３月３１日をもって終了となりました。
　なお、医療、介護、健康・栄養、育児に関
する相談は引き続き行っています。

担当 医療課
�０４６（２５２）７２９５　�０４６（２５２）７０４３

�０１２０（８６７）８６０（通話料無料）
※携帯電話・ＰＨＳ・ＩＰ電話からは  
�０３（３２３４）２０２６へ、聴覚障がい者は
専用ファクス　�０３（３２３０）１１９９へ（通
話・通信料発信者負担）。

座間市２４時間健康電話相談�
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内　容と　き

妊娠中の生活や歯の話午後２時～４時４月１６日（月）

骨密度測定、栄養の話、赤
ちゃんとの触れ合い体験午後２時～４時４月２０日（金）

お産までの内容と体の回復・
体操、産後の過ごし方午後２時～４時４月２７日（金）

赤ちゃんの 沐  浴 、妊婦疑似
もく よく

体験、これからに向けて
午前９時３０分～
　　１１時４５分４月２８日（土）

������

受付時間ところと　き

午前９時３０分～
　　１０時３０分

東地区文化センター４月５日（木）

市民健康センター４月２０日（金）

����
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  ZAMA

市
税
な
ど
の
納
付
は
、

市
税
な
ど
の
納
付
は
、

便
利
で
安
全
な

便
利
で
安
全
な

口
座
振
替

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

の
ご
利
用
を
！

　

市
で
は
、
市
税
な
ど
の
納
付
に
、
便
利
で
安

全
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
口
座

振
替
を
利
用
す
れ
ば
、
納
め
忘
れ
る
こ
と
や
現

金
を
持
っ
て
市
役
所
や
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
（
口
座
振
替
の
手
数
料
は

か
か
り
ま
せ
ん
）
。

　

簡
単
な
手
続
き
を
一
度
す
る
だ
け
で
す
の
で
、

ま
だ
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
が
利
用
で
き
る
も

の
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。
詳
し
く
は
、
各

担
当
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市市
税税
なな
どど
のの
納納
付付
はは
、、

便便
利利
でで
安安
全全
なな

口
座
振
替

口
座
振
替
のの
ごご
利利
用用
をを
！！

問い合わせ先
○固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税について 収納課　�０４６（２５２）８０２１
○国民健康保険税について 国保年金課　�０４６（２５２）７００３
○市営住宅使用料について 建築住宅課　�０４６（２５２）７０３２
○介護保険料について 介護保険課　�０４６（２５２）７７１９
○児童ホーム保護者負担金について 子育て支援課　�０４６（２５２）７９６９
○保育所保護者負担金について 保育課　�０４６（２５２）７２０２
○後期高齢者医療保険料について 医療課　�０４６（２５２）７２１３

　

国
内
に
居
住
す
る
二
十
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
全
て
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で

次
の
よ
う
な
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

・
老
後
を
支
え
る
「
老
齢
年
金
」

・
病
気
や
け
が
で
障
が
い
の
状
態
に
な
っ

た
場
合
の
「
障
害
年
金
」

・
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
の
、
子
や

配
偶
者
を
対
象
と
し
た
「
遺
族
年
金
」

※
外
国
籍
の
方
は
、
二
十
歳
到
達
時
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
の
案
内
通
知
が
届
か
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
加
入
や
支
払
い
に

関
す
る
相
談
は
下
記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。

　

月
額
一
万
四
千
九
百
八
十
円
（
平
成
二

十
四
年
度
）

※
勤
務
先
で
厚
生
（
共
済
）
年
金
に
加
入

す
る
方
は
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、

厚
生
（
共
済
）
年
金
に
加
入
す
る
配
偶
者

に
扶
養
さ
れ
る
方
は
、
個
別
の
保
険
料
は

掛
か
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
、
「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」
な
ど
の
猶
予
制
度
が
あ
り

ま
す
。
猶
予
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

未
納
を
防
ぎ
年
金
の
受
給
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
厚
木
年
金

事
務
所
か
担
当
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

担
当　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
保
年
金
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
３
５

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
４
３

（注）市営住宅使用料の１２月分、児童ホーム保護者負担金・保育所保護者負担金９期分お
よび後期高齢者医療保険料の６期分の納期限は、取扱金融機関などの１月最初の営業日です。

【取扱金融機関】
横浜銀行・さがみ農協・みずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・りそな銀
行・埼玉りそな銀行・静岡銀行・スルガ銀行・三菱ＵＦＪ信託銀行・三井住友信託銀
行・神奈川銀行・静岡中央銀行・八千代銀行・横浜信用金庫・平塚信用金庫・城南信
用金庫・中央労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局

振替種目と振替日一覧
３／３１２／２８１／３１１２／２５１１／３０１０／３１９／３０８／３１７／３１６／３０５／３１４／３０

上記の日が、土曜・日曜日のときは月曜日。祝日のときはその翌日

４期　３期　２期　１期　固定資産税・都市計画税

４期３期２期１期市・県民税（普通徴収）

全期軽自動車税

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期国民健康保険税（普通徴収）

３月２月１月（注）
１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月市営住宅使用料

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期　　介護保険料（普通徴収）

１２期１１期１０期（注）
９期８期７期６期５期４期３期２期１期児童ホーム保護者負担金

（児童ホーム保育料）

１２期１１期１０期（注）
９期８期７期６期５期４期３期２期１期保育所保護者負担金

（保育園保育料）

９期８期７期（注）
６期５期４期３期２期１期　　後期高齢者医療保険料

（普通徴収）

振替種目
振替日

国
民
年
金
保
険
料
の
金
額

国
民
年
金
保
険
料
の
金
額

保
険
料
の
支
払
い
が

保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
場
合
は

困
難
な
場
合
は

�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
	


�
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交通　小田急線本厚木駅下車　徒歩１０分 

厚木警察 

レ
ス
ト
ラ
ン 

森久保薬品 

ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ス
ト 

イトー 
ヨーカドー 
駐車場 

厚木市役所 

厚
木
公
園

厚
木
公
園 

明治 
安田生命 

駐車場 

酒屋 

仁
厚
会
病
院

仁
厚
会
病
院 

厚
木
厚
木
ア
ー
バ
ン 

プ
ラ
ザ 

城南信用金庫 

三
菱
東
京

三
菱
東
京 

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
銀
行 

三
菱
東
京

三
菱
東
京 

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
銀
行 

み
ず
ほ
銀
行
銀
行 

野
村
証
券

野
村
証
券 

横浜銀行 

ミロード本館 

三
井
住
友
銀
行

三
井
住
友
銀
行 

至座間 
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　大学、短大、専修学校および各種学
校、その他の教育施設などの在学期間
中の国民年金保険料の支払いが猶予さ
れる制度です。
〇対象 
２０歳以上の学生で、本人の前年所得
が１１８万円以下の方

〇申請方法 
２０歳到達日以降、年金事務所および
市役所に備え付けの申請書に必要事
項を記入し、年金事務所または市役
所１階国保年金課に提出（郵送可） 
※なお、申請書は２０歳到達時に日本
年金機構から送られる書類の中にも
入っています。

〇手続に必要なもの
・年金手帳（所持している場合）
・新年度有効の学生証（コピー可）、
または在学証明書

・印（本人が書類に署名する場合は
不要）

※申請は毎年度（４月～翌３月）必
要です。また、毎年４月末日を過ぎ
ると、前の年度の申請はできなくな
りますのでご注意ください。

○猶予された保険料の追納 
追納とは、将来受け取る年金額が少
なくならないように、１０年以内の保
険料をさかのぼって納付することが
できる制度です。
※猶予が承認された期間から３年度
目以降に納付する場合、経過年数に
応じ一定の加算額が加わります。
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①納期ごとに金融機関へ納めに行く手間が省け、一
度申し込みをすれば、毎年手続きする必要や納め忘
れがありません。
②現金の保管や現金を持って移動するリスクを回避
することができます。

担当　　　　収納課　�０４６（２５２）８０２１　�０４６（２５５）３５５０
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　左記の取扱金融機関に預（貯）金通帳と通帳印を
持参の上、窓口備え付けの「座間市口座振替申込用
紙」に必要事項を記入し、お申し込みください。
　毎月１０日までに申し込みをすれば、翌月の納期分
から口座振替になります。翌々月以降の開始を希望
する場合は、申込用紙の「振替開始希望日」の欄に
希望日を記入してください。
※市外の取扱金融機関には、申込用紙が備え付けて
ありません。事前に各担当または各出張所に申込用
紙を請求してください。
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在宅精神障がい者へのバス回数券・在宅精神障がい者へのバス回数券・
福祉タクシー利用券福祉タクシー利用券・・自動車燃料費助成券自動車燃料費助成券のの支給支給

　市では、バス回数券、福祉タクシー利用券また
は自動車燃料費助成券のいずれかを次のとおり交
付します。
○対　象　本市に住民登録（外国人登録を含む）
をしていて、精神障害者保健福祉手帳と自立支
援医療受給者証（精神通院）の両方をお持ちの方
○支給するもの　【１級】バス回数券、福祉タク
シー利用券、自動車燃料費助成券（対象者の日常生活のために家族が
運転する場合に限り選択可）のうち一つ【２・３級】バス回数券、福
祉タクシー利用券のどちらか一つ 
※身体・知的障がい者で福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券の
対象でもある方は、それらも含めていずれか一つの選択になります。
○交付枚数　福祉タクシー利用券は申請月から平成２５年３月までの月数
×（５００円券１枚＋１００円券５枚）、自動車燃料助成券は申請月から平
成２５年３月までの月数×１，０００円券１枚、バス回数券は申請月から平成
２５年３月までの月数×１冊（１，０００円分） 
※手帳の有効期限が平成２５年３月より前に到来する場合、交付は有効
期限月分までで、それ以降は更新後に改めて申請が必要です。 
※福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成券は、交付枚数の範囲内で
あれば利用枚数の制限はありません。
○申請方法　本人または家族が精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療
受給者証（精神通院）、印を持って担当へ（自動車燃料費助成券の希
望者はこれらに加えて運転する家族の運転免許証と自動車検査証も持
参）

担当 障がい福祉課　1０４６（２５２）７９７８　5０４６（２５２）７０４３

　市では、心身障がい者の支援をすることを目的として、心身障害者手
当を支給しています。例年、４月１日から受け付けていた心身障害者手
当の申請期間が６月１日～７月３０日に変更になります。
　詳しくは、本紙６月１日号または市ホームページをご覧ください。
担当 障がい福祉課　1０４６（２５２）７９７８　5０４６（２５２）７０４３

心身障害者手当の申請期間などが変更心身障害者手当の申請期間などが変更

　４月１日から、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証や被
保険者証などを提示すれば、ひと月の医療機関などの窓口での支払いが
一定の金額にとどめられます。
　これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己
負担限度額以上になった場合でも、いったん立て替えていただき、後で
医療保険者から高額療養費として返金していました。平成２４年４月１日
からは医療機関などの窓口に限度額適用認定証などを提示すれば、限度
額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問
看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができます。
　この取り扱いを受けるための限度額適用認定証などは、加入する医療
保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。自己負担限度額
は、加入者や世帯主の所得額により異なります。申請方法、自己負担限
度額など詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。
　なお、入院時の限度額適用認定証をすでに交付されている方は、申請
の必要はありません。有効期限までは、現在お持ちの認定証が外来でも
使えるようになります。また、７０歳以上の市民税課税世帯の方は、お持
ちの高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証が限度額適用認定証
の役割をしますので、申請の必要はありません。
　
○対象者　７０歳未満の方、７０歳以上の市県民税非課税世帯の方
○申請開始日　４月１日
○申請場所　市役所１階国保年金課または医療課
○持参するもの　印、国民健康保険被保険者証、または後期高齢者医療

被保険者証
担当 ７４歳までの方は　国保年金課　1０４６（２５２）７６７２
 ７５歳以上の方は　医療課　　　1０４６（２５２）７２１３
 5０４６（２５２）７０４３（共通）　　　　　　　　　　

対対象象者者はは申申請請をを！！外外来来診診療療ででもも
限限度度額額適適用用認認定定証証のの利利用用がが可可能能にに！！

　市では、在宅の身体・知的障がい者の日常生活を手助けするために、
次の助成制度の申請受け付けを開始します。

福祉タクシー利用券または自動車燃料費助成券
　福祉タクシー利用券または自動車燃料費助成券のいずれかを次のとお
り交付します。利用券・助成券それぞれの利用枚数の制限はありません。
また、自動車燃料費は、対象者の日常生活のために家族が運転する場合
も助成します。
○対　象　在宅の身体障がい者（視覚障がい者・肢体不自由で上肢２級
のみを除く身体障害者手帳１・２級または内部障がいの身体障害者手
帳１級）、知的障がい者（療育手帳Ａ１・Ａ２または知能指数３５以下）、
特定疾患 罹  患 者または小児特定疾患罹患者

り かん

○交付枚数　福祉タクシー利用券は申請月から平成２５年３月までの月数
×（５００円券１枚＋１００円券５枚）、自動車燃料助成券は申請月から平
成２５年３月までの月数×１，０００円券１枚

○申請方法　本人または代理人が、身体障害者手帳、療育手帳、特定疾
患医療受給者証、小児特定疾患医療給付決定通知書のいずれかと印の
ほか、自動車燃料費助成券を希望する場合のみ運転免許証および自動
車検査証を持って直接担当へ

理髪券・美容券助成
　外出が困難な障がい者が自宅で理容または美容のサービスを受ける場
合などの費用の一部を次のとおり支給します。
○対　象　在宅の身体障がい者（身体障害者手帳１・２級）および知的
障がい者（療育手帳Ａ１・Ａ２または知能指数３５以下）のうち次のい
ずれかに該当する方（施設入所者、生活保護受給者は支給対象外）①
６５歳未満で障がいによる寝たきりの方②平成２３年度（平成２２年分）の
市民税非課税世帯

○助成内容　上記①の対象者に出張券（５，７００円×４枚）を、②の対象者
には助成券（２，０００円×６枚）を支給

○申請方法　５月３１日（木）までに、本人または代理人が身体障害者手
帳または療育手帳、印を持って直接担当へ

担当 障がい福祉課　1０４６（２５２）７９７８　5０４６（２５２）７０４３

在宅の身体・知的障がい者のための在宅の身体・知的障がい者のための
助成制度の申請受け付けを開始助成制度の申請受け付けを開始

※小学３年生とは、９歳に達した後に最初に迎える３月３１日までのこと
をいいます。
※１歳以降の助成については所得制限が有りますので、転入者は所得証
明書（所得額、控除額の記載のあるもの）が必要です。必要な所得証明
書の年度については担当にお問い合わせください。

担当 医療課　1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３

申請の際の持ち物所得制限対象子どもの年齢

保険証、印
無

入院、通院
０歳

有

１歳～小学３年生

医療費の領収書、保険証、印、
振込先金融機関が分かる物入院小学４年生～

中学卒業

　健康保険に加入していて、他の医療費助成制度を受けていない子ども
の医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。また、県外で受
診した場合などは、担当に払い戻しの申請をしてください。

　市では、障害者医療費と精神障害者通院医療費の助成対象者について、
次のとおり変更しました。

１　身体障害者手帳４級、療育手帳Ｂ２をお持ちの方は、今まで自己負
担１割の医療証を交付していましたが、平成２４年４月１日から新規の
医療証の交付受付を廃止します。 
　なお、平成２４年３月３１日以前に資格をお持ちの方は、有効期限の平
成２５年９月３０日まで医療費の助成を継続します。

２　精神障害者保健福祉手帳３級と自立支援医療受給者証をお持ちの方
は、今まで自己負担分を助成する精神通院医療費助成券を交付してい
ましたが、平成２４年４月１日から新規の助成券の交付受付を廃止しま
す。 
　なお、平成２４年３月３１日以前に資格をお持ちの方は、平成２５年９月
３０日まで医療費の助成を継続します。
３　精神障害者保健福祉手帳１級の方は、今まで自己負担分を助成する
精神通院医療費助成券を交付していましたが、平成２４年１０月１日より
保険診療の一部負担全額についての医療費助成を開始します。詳細は、
後日お知らせします。

担当 医療課　1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３
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弁護士による交通事故相談を開設！

　市では、弁護士による交通事故相
談を行い、賠償問題などについてア
ドバイスします。
○と　き　毎月第３火曜日午後１時
３０分～４時（一人３０分以内）
○ところ　市役所１階広報広聴人権
課内相談室
○人　数　毎月５人（申込順予約制）
○費　用　無料
○相談員　日本弁護士連合会から派
遣された弁護士
○相談内容　損害賠償額の査定、賠
償責任の有無・過失の割合、賠償
責任者の認定、損害の請求方法、
自賠責保険および自動車保険関係
の問題、政府保障事業、その他交
通事故の民事上の法律問題
※交通事故の刑事処分、行政処分に
ついては、取り扱いません。
○申込方法　毎月初めの業務開始日
午前８時３０分からその月分を受け
付け（今月は４月２日（月））
※相談時には、事故に関係のある書
類（交通事故証明、相手方からの提
出書類）などを持参してください。
担当　　　　　　　広報広聴人権課
　�０４６（２５２）８２１８　�０４６（２５２）０２２０

「市長への提案」「市役所への
お問い合わせ」制度のご活用を

　市では、皆さんのご意見やご要望
を市政に反映させるため「市長への
提案」制度を設けています。寄せら
れたご意見やご要望は、市長が直接
目をとおし、文書で回答させていた
だきます。提案の方法についは、専
用の用紙かファクス、または市ホー
ムページ内（URL＝https://www.city. 
zama.kanagawa.jp/cgi-bin/to_ 
mayor.cgi）から受け付けています。
　また、市役所の業務についての簡
単なお問い合わせは、「市役所への
お問い合わせ」として、市ホームペ
ージ内（URL＝https://www.city.zama. 
kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.cgi）
から受け付けています。お問い合わ
せ内容には、メールまたは電話など
で、担当から直接回答させていただ
きます。
※専用用紙は市役所、各出張所、市
公民館、北・東地区文化センター、
青少年センター、各コミュニティセ
ンター、市民活動サポートセンター、
市民健康センター、サニープレイス
座間、図書館に置いてあります。
担当　　　　　　　広報広聴人権課
　�０４６（２５２）８１４６　�０４６（２５２）０２２０

広報ざま市民リポーターを募集

　“わたしの好きな座間”をテーマ
に皆さんが市内で見た出来事や風景
を記事にして、“広報ざま”に掲載
してみませんか。
○募集人数　３人

○応募資格　２０歳以上の市内在住者
○活動内容　市内での取材と寄稿
○委嘱期間　５月１日～平成２５年３
月３１日（掲載は一人につき年３回
程度）

○謝礼　年額１万円
○選考方法　書類審査・面接
○応募方法　必要事項を記入した市
販の履歴書（写真張り付け）、「わ
たしの好きな座間」をテーマにし
た写真１枚（組写真は３枚まで。
カラープリントでＬサイズ）と説
明文（２００～３００字程度）を、４月
１３日（金）までに本人が市役所１
階広報広聴人権課に持参

担当　　　　　　　広報広聴人権課
　�０４６（２５２）８３２１　�０４６（２５２）０２２０

春の全国交通安全運動
４月６日～１５日

（４月１０日は交通事故死ゼロを目指す日）

○スローガン　「安全は　心と時間
の　ゆとりから」「新入学児童・
園児を交通事故から守ろう」

○重点項目　「全ての座席のシート
ベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底」「自転車の安全利
用の推進」「飲酒運転の根絶」「二
輪車の交通事故防止」

担当　　　　市交通安全対策協議会
（安全防災課内）

　�０４６（２５２）８１５８　�０４６（２５２）７７７３

危険物取扱者試験

○と　き　６月１０日（日）
○ところ　東海大学湘南校舎
○試験の種類　甲種、乙種全類、丙種
○受験資格　乙・丙種は制限なし
○申込方法　担当および東・北分署
に備え付けの申請書に必要事項を
記入の上、４月９日（月）以降に申
請書に記載されている申請先あて
に郵送
※電子申請は４月６日（金）から
受け付けます。

担当　　　　　　　消防本部予防課
　�０４６（２５６）２２１１　�０４６（２５６）３２２５

危険物取扱者試験準備講習会

○と　き　５月１３日（日）午前９時
１５分～午後５時
○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター）３階多目的ホール

○対　象　乙種４類・丙種受験者
○定　員　５０人（先着順）
○受講料　９，０００円（テキスト代含む）
○申込方法　担当および東・北分署
に備え付けの申請書に必要事項を
記入の上、受講料を添えて４月４
日（水）から５月１１日（金）まで
に直接担当へ（土曜・日曜日、祝
日は除く）

担当　　　　　　　消防本部予防課
　�０４６（２５６）２２１１　�０４６（２５６）３２２５

防火・防災管理新規講習

　防火管理新規講習が次の日程で実
施されます。この講習を受講すると、
防火管理者（甲種）の資格を取得す
ることができます。
　防災管理新規講習（単独講習）は、

防災管理に関する講習修了資格のみ
を取得するための講習で、防災管理
者に選任されるためには、ほかに甲
種防火管理者の資格を有しているこ
とが必要です。
〇受付期間　▽防火管理新規講習＝
４月２日（月）～６日（金）▽防
災管理新規講習＝４月１１日（水）
～１３日（金）
〇講習日　▽防火管理新規講習＝４
月２４日（火）、２５日（水）▽防災
管理新規講習＝５月８日（火）

※講習場所など詳しくは、担当また
は（財）日本防火協会ホームページ
（URL＝http：//www．n-bouka．or． 
jp/）でご確認ください。
担当　　　　　　　消防本部予防課
　�０４６（２５６）２２１１　�０４６（２５６）３２２５

教育委員会４月定例会

○と　き　４月１０日（火）午前９時
３０分～
○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当　　　　　　　　　教育総務課
　�０４６（２５２）８３４７　�０４６（２５２）４３１１

図書館見学の案内ボランティア募集

○と　き　５月～６月
○ところ　図書館
○内　容　市内小学３年生が社会科
見学をする際の案内

○定　員　１０人（申込順）
○申込方法　電話または直接同館へ
担当　　　　　　　　　　　図書館
　�０４６（２５５）１２１１　�０４６（２５２）５７０４

移動図書館ひまわり号巡回日程

▼ひばりが丘南児童館＝７日・２１日
午後２時３０分～３時３０分▼ＮＴＴ栗
原社宅＝１１日・２５日午前１０時３０分～
１１時３０分▼東原共同住宅８号棟前＝
１２日・２６日午前１０時３０分～１１時３０分
▼カーサ相模台Ｈ棟前＝１３日・２７日
午前１０時３０分～１１時３０分▼中原小学
校＝１１日午後２時４５分～３時３０分▼
小松原１丁目児童遊園地＝５日・１９
日午前１０時３０分～１１時３０分▼東原小
学校＝１３日・２７日午後２時５５分～３
時４５分▼相模野小学校＝１８日午後２
時５５分～３時３０分▼入谷小学校＝１２
日・２６日午後２時５０分～３時４０分▼
栗原小学校＝２０日午後２時４５分～３
時４５分
※雨天中止。学校への巡回は時間が
変更になる場合があります。
担当　　　　　　　　　　　図書館
　�０４６（２５５）１２１１　�０４６（２５２）５７０４

ざま市民朝市

○と　き　４月８日、２２日いずれも
日曜日午前７時～８時（雨天決行）
○ところ　市役所ふれあい広場（雨
天時は市役所１階アトリウム）

○販売品　地場産野菜、農産物加工

品、肉、肉加工品、花き、市指定
特産品ほか

○持ち物　マイバック（買い物袋）
担当　　　　　　　　　　　農政課
　�０４６（２５２）７６０１　�０４６（２５５）３５５０

♪今月のロビーコンサート♪
「春を 愉 しむ」

たの

○と　き　４月１１日（水）午後０時
３０分～０時５０分
○ところ　市役所１階市民サロン
○演奏曲　グリーク作曲「ちょうち
ょう」・山田耕筰作曲「あわて床
屋」ほか

○演奏者　ソプラノ三廻部浩子さん、
ピアノ清水亜希子さん

担当　　　　　　　　　生涯学習課
　�０４６（２５２）８４７６　�０４６（２５２）４３１１

◆公民館ふれあい農園
○と　き　４月８日～平成２５年３月
１０日毎月・日曜日午前９時３０分～
正午の全１４回

　※原則、毎月日曜日に実施します
が、不定期に実施する場合あり。

○ところ　市公民館、農園
○内　容　畑の土作りから苗の育て
方までを学び季節の野菜を作る

○講　師　園芸研究家　金崎公哉さ
ん

○対　象　市内在住・在勤者（小学
生の親子参加・個人参加どちらも
可）

○定　員　２４組（申込順）
○参加費　年額　６，０００円（種・苗・
肥料代として）

○申込方法　４月６日（金）までに
電話、ファクスまたは直接同館へ

◆公民館 おもちゃの病院
○と　き　４月２１日（土）午前１０時
～正午（受け付けは午前１１時３０分
まで）

○内　容　壊れたおもちゃの修理（修
理できない物もあります）

○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　２０組（先着順）
○費　用　無料（部品代などがかか
る場合があります）

○参加方法　当日直接同館へ
◆おはなし会
○と　き　毎週水曜日①午前１０時３０
分～１１時、②午前１１時～１１時３０分、
③午後３時３０分～４時

○内　容　①②ちいさなちいさなお
はなし会、③子どもおはなし会

　※いずれも、「おはなしぐるーぷ
さくらんぼ」による絵本の読み聞
かせと手遊び。

○参加方法　当日直接同館へ
◆わらべうた
○と　き　毎月第３水曜日午前１０時
３０分から１０時５０分
○内　容　わらべうたサークル「こ
んぺいとう」によるわらべうたなど
○参加方法　当日直接同館へ
◆子育てサロン
　乳幼児をお持ちの方や家族のため
に、子育て支援サークル「アクティ
ヴ・ママ」による子育てサロンを開

市公民館
�０４６（２５５）３１３１ �０４６（２５２）２７７６
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催しています。子育て中の親と子ど
もが気軽に集えて、情報交換やお茶、
おしゃべりなどができる場です。
【ばぶちゃん＆ちょろちゃんＲＯＯＭ】
○と　き　毎月第１・３金曜日午前
１０時～正午
○対　象　０歳～未就学児をお持ち
の方

【ばぶちゃんＲＯＯＭ】
○と　き　毎月第２金曜日午前１０時
～正午

○対　象　０歳～よちよち歩きの子
どもをお持ちの方

【共通事項】
○参加方法　当日直接同館へ

◆子どもおはなし会
○と　き　毎週水曜日午前１１時～１１
時３０分

○内　容　「おはなしサークルたん
ぽぽ」による絵本の読み聞かせ、
パネルシアター、紙芝居など

○入　場　自由
◆平成２４年度あすなろ大学（高齢者
学級）入学希望者募集

○開講期間　５月１１日～平成２５年３
月１５日原則毎週金曜日午後１時３０
分～３時３０分

○対　象　６０歳以上で年間を通じて
主に金曜日の講座に出席できる方

○申込方法　説明会当日までに電話、
ファクスまたは直接同センターへ

　※申し込み後、大学説明会に参加
してください。

【説明会】
○と　き　４月２０日（金）午後１時
３０分～３時３０分
○内　容　生涯学習を自らが楽しむ
同大学の説明や、講座内容の説明

◆ひがしのだんだんリビング
○と　き　４月５日（木）午前９時
４５分～正午
○内　容　乳幼児を持つ保護者の交
流、仲間づくりの場

○参加方法　当日直接同センターへ
◆子どもも大人も楽しむ科学教室
「月と太陽と地球①」

○と　き　４月２１日（土）午後１時
３０分～４時３０分
○対　象　小学５年生以上
○持ち物　筆記用具
○参加費　１，０００円（テキスト・教材
費）

○申込方法　４月１５日（日）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆児童相談員非常勤職員
○募集人数　１人
○応募資格　児童福祉司任用資格（社
会福祉士、精神保健福祉士、保健
師、看護師、保育士、教員など）
を有する相談業務経験者

○業務内容　児童に関する相談、児
童虐待対応など

○勤務期間　５月１日～平成２５年３
月３１日

○勤務日時　月曜～金曜日（祝日を
除く）原則午前９時３０分～午後４
時１５分

○賃　金　市規定による
○選考方法　面接・書類選考
○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項を記入し、４
月１０日（火）までに本人が担当に

持参
担当　　　　　　　　子育て支援課
　�０４６（２５２）７９６９　�０４６（２５２）７０４３
◆にこにこサービス事業協力会員募
集

　市社会福祉協議会では、４月から
「にこにこサービス」事業を開始し
ます。同事業は、市民の皆さんが住
み慣れた地域で自立した生活が送れ
るよう、地域の協力で行うものです。
○応募資格　２０歳以上で心身ともに
健康な方

○内　容　家事支援・外出同行など
○時　間　月曜～金曜日午前８時３０
分～午後５時の間で協力可能な時
間

○賃　金　地域支援型１件（３０分以
内）＝１００円、生活支援型３０分＝４００
円

担当　　　　　　市社会福祉協議会
　�０４６（２６６）２００３　�０４６（２６６）２０１７

○市春季ソフトテニス大会
▽とき＝５月６日（日）午前８時３０
分～（雨天時は６月３日（日））▽
ところ＝ひまわり公園テニスコート
▽種目＝Ａ級～Ｃ級、一般男女、男
子・女子ダブルス▽競技方法＝予選
リーグ、決勝トーナメント（７ゲー
ムマッチ）▽参加資格＝市内在住・
在勤・在学者、市ソフトテニス協会
加盟団体員▽参加費＝一組２，０００円、
登録費一人年間５００円▽申込方法＝
４月２２日（日）までに電話かファク
スで�０４６（２５５）８７２８（松尾）へ
○ラージボール講習会（卓球）
▽とき＝４月５日、１２日、１９日いず
れも木曜日午後１時～４時（全３回）
▽ところ＝スカイアリーナ座間▽内
容＝ラージボールを使った卓球のレ
ベルアップ▽対象＝ラージボール初
級・中級クラス▽定員＝３０人（先着
順）▽参加費＝２，０００円▽申込方法
＝電話で座間市卓球協会�０４６（２５４）
５７３５（長井）へ
○座間市茶道連盟講演会
▽とき＝４月１５日（日）午後２時３０
分～３時３０分▽ところ＝ハーモニー
ホール座間大会議室▽演題＝「禅～
静かに 慮 ること～」▽定員＝３０人

おもんばか

（先着順）▽入場料＝無料▽参加方
法＝当日直接会場へ▽問い合わせ先
＝�０４６（２５１）０２１７（大矢）
○コール・カノン スプリングコン
サート

▽とき＝４月２２日（日）午後２時～
▽ところ＝海老名市文化会館小ホー
ル▽内容＝アヴェ・マリア、スタバ
ト・マーテル、アメージング・グレ
イス、「マイ・フェア・レディ」よ
り他▽入場料＝８００円▽問い合わせ
先＝�０４６（２５５）１２３２（瀬下）
○体験「自

じ

彊
きょう

術」講習会
じゅつ

▽とき＝４月２１日（土）午後１時３０
分～３時３０分▽ところ＝東地区文化
センター▽内容＝万病克服の健康体
操と療法の自彊術を学ぶ▽対象＝健
康の維持・増進、病弱な方▽定員＝
３０人（申込順）▽参加費＝３００円▽申
込方法＝東地区文化センター�０４６
（２５３）０７８１▽問い合わせ先＝�０４６
（２５４）１３２８（清水）
○春季研修会書画鑑賞の集い
▽とき＝４月２１日（土）▽ところ＝
青梅玉泉寺川合玉堂美術館▽内容＝
同美術館での書画の鑑賞と研修▽対
象＝どなたでも▽定員＝３０人（申込

順）▽参加費＝会員４，５００円、非会員
５，５００円▽申込方法＝電話かファク
スで座間市書道連盟 ��０４６（２５４）
７６０４（料崎）へ
○第７回チャム色鉛筆画展
▽とき＝４月１８日（水）～２２日（日）午
前９時～午後５時▽ところ＝ハーモ
ニーホール座間ギャラリー▽内容＝
色鉛筆による絵画作品の展示▽入場
＝自由▽問い合わせ先＝�０４６（２５５）
４８８４（田中）
○自衛官を募集
▽職種＝①予備自衛官補（一般・技
能）②幹部候補生（一般・技術）③
幹部候補生（歯科・薬剤）▽応募資
格＝①一般（１８歳以上３４歳未満）・
技能（１８歳以上で、国家免許や資格
などを有する者）、②一般（２０歳以
上２６歳未満）・技術（大学院修士学
位取得者および自衛官は２８歳未満）、
③歯科（２０歳以上３０歳未満で専門の
大学を卒業した者）・薬剤科（２０歳
以上２８歳未満で専門の大学を卒業し
た者）▽問い合わせ先＝自衛隊相模
原地域事務所�０４２（７５５）０６９４※応募
資格や応募期限など、詳しくは同事
務所へお問い合わせください。

○ざま弦楽アンサンブル
▽とき＝毎月２回（土曜または日曜
日）午前９時３０分～午後１時▽とこ
ろ＝相武台コミュニティセンターな
ど▽募集団員＝ヴァイオリン・ビオ
ラ・チェロの演奏者▽対象＝楽器を

東地区文化センター
�０４６（２５３）０７８１ �０４６（２５３）０７８９

みんなの広場 

サークル会員募集 

各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
市
公
民
館
、
北
・
東
地
区
文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
公
共
施
設
は
、

持っている経験者▽会費＝月額１，０００
円、入会金１，０００円▽連絡先＝�０４６
（２５１）３８５０（平尾）
○ルビー会
▽とき＝毎週金曜日午前１０時３０分～
正午▽ところ＝サニープレイス座間
ほか▽内容＝社交ダンス▽対象＝経
験のある方▽会費＝月額４，０００円▽
連絡先＝�０９０（４３７２）５３９３（岡山）
○座間東原英会話サークル（Ｚ．Ｈ．
Ｅ．Ｃ）
▽とき＝毎週金曜日午前１０時～正午
▽ところ＝東原小学校▽内容＝外国
人講師による初心者向け英会話勉強
会▽会費＝月額２，０００円、入会金１，０００
円▽連絡先＝�０４６（２５４）６８９６（森）
○うたごえひろば
▽とき＝毎月４回程度▽ところ＝新
田宿・四ツ谷コミュニティセンター、
市公民館など▽内容＝童謡・唱歌・
懐メロなどをギターの伴奏でみんな
で楽しく歌う▽対象＝どなたでも▽
参加費＝１回一人５００円▽連絡先＝
�０８０（５９４４）０４２５（富所）
○女性英会話サークル「ＺＥＣＡ」
▽とき＝毎週火曜日午前１０時～正午
▽ところ＝東地区文化センター▽内
容＝アメリカ人講師による英会話
（初中級）▽会費＝月額２，０００円、入
会金１，０００円▽連絡先＝�０４６（２９３）
２９２９（久富）
○ギターサークル・サニーアンサン
ブル
▽とき＝毎週木曜日午後１時３０分～
３時３０分▽ところ＝サニープレイス
座間▽対象＝中級程度の方２人▽会
費＝なし▽連絡先＝�０８０（３１５２）０２３０
（阿部）

と　こ　ろと　　　き区　分

�０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と午後１時
～３時３０分

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付�０４６（２５２）８２１８
市役所１階相談室
※２日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（２５分
以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時３０分
～９時
毎月第２・第３・第４水曜日午後１時３０分
～４時３０分

１０日夜
１１日　
１７日夜
１８日　
２４日夜
２５日　

弁 護 士

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分１９日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１２日
１９日

行 政 書 士
（相続・遺言書）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時１７日交 通 事 故

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２６日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（１２日まで受け付け）１３日分譲マンション

（近隣・管理組合）

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時３０分
市 民 一 般

担当　広報広聴人権課 �０４６（２５２）８２１８

�０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分１０日人 権

市役所１階
広報広聴人権課

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～正午と午後１時
～５時１５分ドメスティック

バイオレンス
担当　広報広聴人権課 �０４６（２５２）８４８３

市役所４階４－１会議室
偶数月第３火曜日午後１時３０分～４時
（電話予約制。１６日までに（社）かながわ住
まい・まちづくり協会�０４５（６６４）６８９６へ）

１７日住まい探し
（高　齢　者）

担当　福祉長寿課 �０４６（２５２）７１２７

市役所１階障がい福祉課毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と
午後１時～３時（予約制（電話可））障 が い 者

就 労 支 援
担当　障がい福祉課 �０４６（２５２）７１３２

ふれあい会館２階毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１９日
駐留軍離職者

担当　商工観光課 �０４６（２５２）７６０４

市役所２階子育て支援課
相談専用電話

�０４６（２５５）０５００

毎週月曜～金曜日午前９時～１１時３０分と
午後１時～４時（電話可）児 童

市役所２階子育て支援課毎週月曜～金曜日午前９時～正午と午後１時～午後４時
母子・父子家庭

（予約制（電話可））　　　　 　　 担当　子育て支援課 �０４６（２５２）７２０１

青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 �０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育

�０４６（２５９）２１６４
（電話相談のみ）毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時子どもいじめ

ホットライン
担当　教育研究所 �０４６（２５９）２１６４

市役所５階教育指導課毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午
午後１時～５時（予約制（電話可））就 学

（障がい児対象）
担当　教育指導課 �０４６（２５２）８７３２
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○問い合わせ先　市国際交流協会事務局（座間２丁目２８８６市商工会館内）
1０４６（２５１）９０００

　※受付時間は、月曜・水曜・金曜日午前９時～午後４時。

担当 市民協働課　1０４６（２５２）８０３５　5０４６（２５５）３５５０
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先
生
「
○
○
ち
ゃ
ん
〜
」、

子
ど
も
「
は
〜
い
！
」
、
先

生
「
あ
ら
、
す
て
き
な
お
名

前
ね
」
い
つ
も
の
名
前
呼
び

と
手
遊
び
で
始
ま
っ
た
「
子

育
て
サ
ロ
ン
す
く
す
く
」
。

こ
こ
に
参
加
し
て
い
る
私
の

娘
（
３
歳
）
も
、
家
で
ま
ね

す
る
ほ
ど
こ
の
サ
ロ
ン
の「
お

名
前
呼
び
」が
大
好
き
で
す
。

　

先
日
の
サ
ロ
ン
で
は
、
い

つ
も
子
育
て
に
追
わ
れ
て
い

る
パ
パ
、
マ
マ
に
も
楽
し
ん

で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、

パ
パ
や
マ
マ
、
子
ど
も
の
た

め
の
お
楽
し
み
会
が
開
か
れ

ま
し
た
。
マ
マ
用
の
ス
カ
ー

アロハ～（Ａｌｏｈａ）
ｉｎ　子育てサロン

福島芳枝 

ト
「
パ
ウ
（
Ｐ
ａ
ｕ
）
」
と

子
ど
も
用
の
手
作
り
の
ス
カ

ー
ト
、
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
の
髪

飾
り
が
用
意
さ
れ
、
み
ん
な

で
ハ
ワ
イ
ア
ン
ダ
ン
ス
「
フ

ラ
（
Ｈ
ｕ
ｌ
ａ
）
」
を
体
験

し
ま
し
た
。
外
は
寒
い
の
に

保
育
室
は
常
夏
の
島
の
よ
う

で
、
子
ど
も
は
興
味
津
々
で

ま
ね
っ
こ
を
し
て
い
ま
し
た
。

当
日
の
参
加
者
で
、
二
人
の

お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
江
川

さ
ん
は
、
「
毎
回
楽
し
い
サ

ロ
ン
！
今
回
も
み
ん
な
笑
顔

で
、
親
子
一
緒
に
楽
し
く
過

ご
し
ま
し
た
」
と
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　

子
育
て
サ
ロ
ン
と
は
、
子

ど
も
を
自
由
に
遊
ば
せ
る
こ

と
が
で
き
て
、
パ
パ
、
マ
マ

同
士
も
気
軽
に
交
流
が
で
き

る
場
所
で
す
。
市
内
７
カ
所

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
サ
ロ
ン

ス
タ
ッ
フ
さ
ん
を
中
心
に
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
ば
り

が
丘
地
区
で
も
約
二
年
半
前

か
ら
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
中
心
に
ひ
ば
り
が
丘
南
児

童
館
で
始
ま
り
ま
し
た
。
こ

の
サ
ロ
ン
が
で
き
て
か
ら
、

地
域
に
パ
パ
や
マ
マ
と
子
ど

も
の
居
場
所
が
で
き
、
多
く

の
方
が
遊
び
に
来
て
く
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

座
間
市
内
に
は
、
こ
の
よ

う
に
た
く
さ
ん
の
楽
し
い
子

育
て
サ
ロ
ン
が
あ
り
、
市
役

所
や
市
民
が
運
営
す
る
子
育

て
イ
ベ
ン
ト
も
充
実
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
子
育
て
に

関
す
る
サ
ロ
ン
や
イ
ベ
ン
ト

を
紹
介
す
る
「
ざ
ま
こ
そ
だ

て
カ
レ
ン
ダ
ー
」
、
「
ざ
ま

っ
ぷ
」
、
「
ア
ク
テ
ィ
ヴ
通

信
」
な
ど
も
子
育
て
中
の
マ

マ
た
ち
が
、
作
成
に
携
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

子
育
て
は
一
人
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
成
長
を

見
守
っ
て
く
れ
る
サ
ロ
ン
ス

タ
ッ
フ
さ
ん
や
他
の
パ
パ
、

マ
マ
さ
ん
と
共
に
、
地
域
で

子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
楽
し

み
ま
せ
ん
か
。

フ
ラ
を
体
験
す
る
マ
マ
と

子
ど
も
た
ち

姉姉姉姉姉姉姉姉姉姉姉妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹都都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市市（（（（（（（（（（（米米米米米米米米米米米国国国国国国国国国国国スススススススススススマママママママママママーーーーーーーーーーーナナナナナナナナナナナ市市市市市市市市市市市）））））））））））かかかかかかかかかかかららららららららららら青青青青青青青青青青青少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年年ががががががががががが来来来来来来来来来来来訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪
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　姉妹都市相互の友好を促進するため、テネシー州ス
マーナ市から青少年を中心とした訪問団が訪れます。
市では、ホームステイで同訪問団の青少年を受け入れ
てくれるホストファミリーを募集します。
○受け入れ期間　７月１２日（木）～２５日（水）
○応募資格　①受け入れ時に市内在住であること②期
間中、受け入れできること③家族（同居者）全員の
同意があること④期間中の宿泊と食事を提供できること⑤家族（同居者）
の中に中学・高校生が一人以上いること⑥集合場所（市役所など）まで
家族の誰かが送迎できること
○募集世帯数　２０世帯程度（多数の場合は書類選考）
○応募方法　担当もしくは市国際交流協会事務局に備え付けの所定の書類
に必要事項を記入の上、５月１１日（金）までに同事務局へ持参か郵送
※所定の書類は、同事務局ホームページ（ＵＲＬ＝http://zamainter 
nationalassociation.jimdo.com/）からもダウンロードできます。

　５月４日に大凧まつり会場（相模川グラウンド）で開催される「第２８回
わんぱく相撲座間場所」に出場する小学生を募集します。
　同場所は、学年別に優勝を争う勝ち抜きトーナメント戦です。
○と　き　５月４日（金）午前８時３０分～午後４時
○ところ　相模川グラウンド
　特設土俵（雨天時は座間小学校体
育館）

○対　象　市内または近郊に在住・
在学の小学生男子

○定　員　２００人（申込順）
○申込方法　指定の申込書に必要事
項を記入の上、４月２４日（火）ま
でに郵送またはファクスで〒２５２
－００２４　入谷５－１８５８－１　座間青年会議所わんぱく相撲座間場所事務
局　5０４６（２５４）２８２８へ

○問い合わせ先　座間青年会議所わんぱく相撲座間場所事務局　1０４６（２５４）
７９９９（電話は火曜・金曜日の午前１１時～午後５時）
担当 青少年課　1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

担当 健康づくり課　1０４６（２５２）８２３６　5０４６（２５５）３５５０

ところと　き
ひばりが丘老人憩いの家（南側広場）午前１０時～１１時３０分

４月１１日（水）
鳩川児童館午後１時～２時
市公民館・西出張所東側公園午前１０時～１１時３０分

４月１２日（木）
東原コミュニティセンター前公園午後１時～２時

かにが沢公園（駐車場）
午前１０時～１１時３０分

４月１３日（金）
午後１時～２時

北地区文化センター（駐車場）
午前１０時～１１時３０分

４月１６日（月）
午後１時～２時

栗原コミュニティセンター午前１０時～１１時３０分
４月１７日（火）

新田宿・四ツ谷コミュニティセンター午後１時～２時
東地区文化センター（駐車場）午前１０時～１１時３０分

４月１８日（水）
サニープレイス座間東側市役所駐車場午後１時～２時

立野台コミュニティセンター
午前１０時～１１時３０分

４月１９日（木）
午後１時～２時

ひばりが丘南児童館午前１０時～１１時３０分
４月２０日（金）

座間児童館午後１時～２時

　市と獣医師会では、飼い犬の登録と狂犬病予防注射を下表のとおり実施
します。この注射は、生後９０日を経過した犬を飼う場合には、必ず接種す
ることが法律で義務付けられています。

◆登録済みの場合
　はがきで通知しています。注射料、注射済票交付手数料と通知はが
きをお持ちの上、最寄りの会場にお越しください。
※はがきには、問診票の記載がありますので、必ず記入してお持ちく
ださい。はがきを忘れた場合や未記入の場合は、会場で記入をお願い
することになり、手続きに時間がかかります。
◆未登録の場合
　最寄りの会場で受け付けします。

○料　金▽注射料＝２，９５０円▽注射済票交付手数料＝
５５０円▽新規登録手数料＝３，０００円
○会場での注意事項
　・犬を押さえられる方が同伴する。
　・首輪が抜けないようにする。
　・フンの始末ができる物を用意する。
※病気や高齢で注射に不安のある場合は、動物病院に相談してください。
※犬が死んだときや飼い主が変わったときは、担当に連絡してください。

犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬のののののののののの登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録とととととととととと狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬病病病病病病病病病病予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防注注注注注注注注注注射射射射射射射射射射犬の登録と狂犬病予防注射

　ホストファミリーボランティアの受け入れについて、詳しく知りた
い場合は、次のとおり説明会を開催しますのでご参加ください。
○と　き　４月２６日（木）午後７時～
○ところ　サニープレイス座間（総合福祉センター）３階研修室
※参加する場合は、事前に同事務局にお問い合わせください。

説 明 会

　座間市議会では、議会改革に関して積極的に調
査研究するために、平成２３年１２月１９日に「議会改
革特別委員会」を設置しました。
　今後、さらなる議会改革を進めていくため、次
のとおり「市民と市議会との意見交換会」を開催
します。この意見交換会でのご意見を、今後の議
会改革に生かしていきます。ぜひご参加ください。
○と　き　４月２１日（土）午後２時～４時（開場
午後１時３０分）

○ところ　サニープレイス座間（総合福祉センター）３階多目的室
○テーマ　「市民に開かれた市議会をめざして　議会改革について考える」
　※手話通訳あり。
○参加方法　当日直接会場へ
○保　育　あり（おやつ代１００円）
　※４月５日（木）までに申し込みが必要です。
担当 議会事務局　1０４６（２５２）８８７２　5０４６（２５２）８５５７
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